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 A4・2 頁以内で答案を作成し、2018 年 6 月 21 日（木）17 時までに濵本に送付するこ

と。 
 
【課題】 
 以下の 2 つの裁判例を比較されたい。 

 大阪地判 2005（平成 17）年 5 月 25 日訟月 52 巻 4 号 1047 頁 
（大阪高判 2006〔平成 18〕年 11 月 15 日により支持） 

 大阪高判 2005（平成 17）年 10 月 27 日  
 
 前者が「Ａ規約２条，９条についても，留保なしに批准されているところ，社会保障

を受ける権利自体は国の漸進的達成義務によるものであるから直ちに具体的な権利と

して認めることはできないが，すでに立法された場合には，社会保障を受ける権利にお

いて差別を禁止する同規約２条２項は，自由権規約２６条と同趣旨にあるものとして，

裁判規範性を認めることができると解すべきである。」と述べているのに対し、後者は

それと逆の判断を下しているようにも読める。そのような読み方は適切か。そうだとす

ればいずれがより「正しい」判断か。そうでない（この二つの判決を整合的に読むこと

ができる）とすれば、それはどのような事情によるか。 
 
 

以上 

http://www.shoumudatabase.moj.go.jp/search/html/upfile/geppou/pdfs/d05204/m05204007.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/kogi/siryo/2006_OsakaHC.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/032979_hanrei.pdf

